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１．はじめに 

インボイス制度は令和 5 年 10 月 1 日の導入以来、事業

者の事務負担等に配慮した暫定的な措置が設けられてきま

した。 

 令和 8 年度税制改正案は、免税事業者からインボイス発

行事業者として課税事業者となった場合や、免税事業者等

から行った課税仕入れに関する措置など、インボイス制度

に関する経過措置が大きく見直されました。 

 本稿では、インボイス制度に関する以下 2 点の見直しに

ついてご紹介いたします。 

① 適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る

税額控除に関する経過措置（いわゆる 2 割特例）の見

直し 

② 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れ

に係る税額控除に関する経過措置（いわゆる 8割控除）

の見直し 

２．適格請求書発行事業者となる小規模個人事
業者に係る税額控除に関する経過措置（いわゆる
2割特例）の見直し 

（1）概要 

2 割特例とは、インボイス制度導入を機に免税事業者か

らインボイス発行事業者として課税事業者となった小規模

事業者を対象として、仕入税額控除の金額を、特別控除税

額（課税標準額に対する消費税額の 8 割に相当する金額）

とすることができる負担軽減措置です。 

 本措置を適用できる期間は、令和 5 年 10 月 1 日から令

和 8 年 9 月 30 日までの日の属する各課税期間までとなり

ます。 

（2）見直しの内容 

 2 割特例の対象であった小規模事業者のうち、個人事業

者に限り令和 9 年及び令和 10 年に含まれる各課税期間に

ついては、その課税期間における課税標準額に対する消費

税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税

額に 7 割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課

税標準額に対する消費税額の 3 割とすることができること

とされます。すなわち、２割特例が適用期限をもって終了

し、個人事業者に限り 3 割特例が新たに創設されたことに

なります。 

 3 割特例では法人が適用対象外となっている点に注意が

必要です。 

（注 1）上記特例の適用を受けようとする場合には、確定申

告書にその旨を付記することとされております。 

（注2）上記特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、

その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期

限までに、その翌課税期間について簡易課税制度の適用を

受ける旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき

は、その翌課税期間から簡易課税制度の適用が認められま

す。なお、現行の 2 割特例の適用を受けたインボイス発行

事業者についても同様の措置が講じられます。 

 

 

３．適格請求書発行事業者以外の者から行った
課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
（いわゆる 8割控除）の見直し 

（1）概要 

 8 割控除とは、インボイス制度の下ではインボイス発行

事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額控

除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることがで

きず、仕入税額控除を行うことができないことから設けら

れた経過措置です。 

 インボイス制度開始から一定期間は、インボイス発行事

業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当

額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる措置であり、

経過措置の適用期間及び割合は次の通りです。 

 

 

 

 

 また令和 6 年 10 月 1 日以後に開始する課税期間におい

て、一のインボイス発行事業者以外の者から行う当該経過

措置の対象となる課税仕入れの額の合計額が、その年又は

その事業年度で税込 10 億円を超える場合には、その超えた

部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用はできませ

ん。 

（2）見直しの内容 

 令和 8 年 10 月 1 日以後に開始する課税期間について、

本経過措置の適用期間及び割合が次の通り見直されました。 

 

 

 

 

 

 この見直しにより適用期間が 2 年間延長されるとともに、

控除割合が引き上げられたため、仕入税額控除の制限が緩

和されました。 

 一方、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕

入れの額の合計額については、その年又はその事業年度で

1 億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れに

ついて、本経過措置の適用が認められないこととなり、従

前の 10 億円から大きく引き下げられることとなりました。 

４．おわりに 

 今回の税制改正法案では、3 割特例の創設や 8 割控除に

係る控除割合の見直しなど、制度の定着を図りつつ事業者

の負担に一定の配慮を残す内容となっております。 

 一方で、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税

仕入れについては、適用上限額が引き下げられており、取

引実態等を踏まえ、更なる引き下げも検討されています。 

 インボイス制度は実務に大きな影響を及ぼすものであり、

今後も状況に応じて制度の見直しが行われることが想定さ

れます。引き続き制度の動向に注意を払い、適切な対応を

進めていくことが重要です。 

適用期間 割合

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の80％

令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の50％

適用期間 割合

令和8年10月1日から令和10年9月30日まで 仕入税額相当額の70％

令和10年10月1日から令和12年9月30日まで 仕入税額相当額の50％

令和12年10月1日から令和13年9月30日まで 仕入税額相当額の30％


